
公   告 
 

 公募方式により、令和８年度版鳥取県職員名簿の発行事業者を選定するので、次のとおり公
告する。 
 
 令和８年３月２日 
 

                   鳥取県知事 平 井 伸 治 
 
１ 事業の概要 
 （１）事 業 名  「令和８年度版鳥取県職員名簿」発行事業 
 
 （２）事業内容  上記名簿の企画、編集、発行 
                  （詳細は「令和８年度版鳥取県職員名簿発行要領」（以下「発行要領」と

いう。）のとおり） 
 
２ 履行期間 
  契約締結日から９０日後（令和８年５月上旬にデータを提供予定） 
 ただし、鳥取県の人事異動の状況により発行期限を延長する場合にあっては、この限りでな

い。 
 
３ 参加資格 
  鳥取県内に本社又は支社等を有し、かつ、印刷設備を有する業者 
 
４ 企画提案書の選定 
  「令和８年度版鳥取県職員名簿発行選定委員会」（以下「委員会」という。）により企画

提案の評価を行い、最も優れた企画提案書の選定を行う。ただし、企画提案書を提出した業
者が１者のみの場合であって、提出された企画提案書の内容が発行要領に反しない限りにお
いては、当該業者が委員会で選定されたものとみなし、委員会の開催を省略することができ
るものとする。 

 
５ 企画提案書の評価 

企画提案書の評価は、委員会において、次に掲げる事項について行う。ただし、４のただ
し書に該当する場合にあっては、この限りでない。 

 

 
 評価項目  評価内容 

(１) 規格（仕様）、掲載方法及
び販売方法 

・名簿の見やすさ、分かりやすさ、使いやすさなどについて
の工夫点、必要な販売方法が確保されているか等を評価 

(２) 価格及び県への広告料収入
納入額 

・価格を抑える工夫がしてあるか、広告料収入を得る工夫を
しているか等の観点から評価 

(３) 

 

 

障がい者雇用率 

 

 

・令和７年６月１日現在において、障害者の雇用の促進等に
関する法律（昭和３５年法律第１２３号。以下「法律」と
いう。）の規定に基づく障がい者の雇用義務を達成してい
ない場合は減点評価とする（なお法律による報告義務がな
い企業については、減点しない。） 

６ 契約担当部局 
  鳥取県総務部行政体制整備局人事企画課 
 （組織改正があった場合は、当該業務を引き継ぐ所属） 
 
７ 手続等 
 （１）担当部署（書類の提出先及び問合せ先）   
    〒６８０－８５７０ 鳥取市東町一丁目２２０番地 
    鳥取県総務部行政体制整備局人事企画課 人材活用担当（鳥取県庁本庁舎３階） 
    担    当：田中 
    電    話：０８５７－２６－７０３２ 
    ファクシミリ：０８５７－２６－８１４０ 



 
 （２）発行要領の交付方法 
    応募期間内に（１）の場所で交付する。 
 
  （３）企画提案書の提出 
  ア 提出方法 
    当該事業に係る企画提案書の提出を希望する者は、別記様式令和８年度版鳥取県職員 
   名簿発行企画提案書に記入し持参又は郵送の方法により提出すること。 

 イ 応募期間 
   令和８年３月２日（月）午前９時から令和８年３月１６日（月）午後５時１５分まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）（郵送の場合は、当日必着） 
 ウ 提出場所 
  （１）に同じ 

 
８ 契約の交渉 

最も優れた企画提案書を提出した者と契約締結の交渉を行う。当該交渉が不調の場合は、
評価の高かった者から順に交渉を行う。 

  


